
自然エネルギー見学と
猪苗代湖クリーンナップ散策の旅

ふくしま応援誘致観光事業風評被害を吹きとばせ！

【1 日目】府中 7:00/ 新宿 8:00 発→首都高・東北道 ( 途中 SA/PA で休憩 )→磐梯ドライブイン
( 昼食 )→布引山風力発電所 (国内最大規模の風力発電施設の見学と記念撮影 )→集会施設
(地元のお菓子でおもてなし＆説明 )→ホテルリステル猪苗代 ( 夕・朝食バイキング、宿泊 )
【2 日目】ホテル 9:00 出発→文化財見学 (現地観光ガイドによる説明を聞きながら見学 )
→秋山浜＆青松浜移動クリーンアップ大作戦 (浜辺のごみ拾いと湖南米・野菜等のバーベキュー
をお楽しみください )→会津 鶴ヶ城 (会津若松のシンボル！お城の見学※天守閣入場料は含まれて
おりません )→甲子街道→東北道・首都高→新宿 19:00 頃 / 府中 20:00 頃着予定

※掲載写真は全てイメージです。

※コース順が変更になる場合が

　あります。

＜＜ご注意ください＞＞

旅行日　：平成 24年 7月 21日 ( 土 )~22日 ( 日 )
旅行代金： 16,900円 ~17,500円　子供 ( 小学生まで )2,000円引き
出発場所：

〒183-0045 東京都府中市美好町1-14-8泉屋ビル1F〒183-0045 東京都府中市美好町1-14-8泉屋ビル1F 営業時間： （日・祝日休業）

東京都知事登録旅行業第2-5630号 (社)全国旅行業協会 正会員

TEL:042-352-3121 FAX:042-352-3141

旅行
企画（株）（株）

協力

旅行事業部

※出発の10分前までにお集まりください。出発時間を過ぎてもお見えにならない場合でもバスは出発いたします。
※旅行代金には、観光バス代、有料道路代、駐車場代、宿泊代 (1泊2食 )、昼食2回の代金が含まれます。

平日9：30～18：30 土曜9：30～15：00

①府中駅南口フォーリス前 ( 旧甲州街道側 ) 7:00出発 
②新宿駅西口 東京モード学園付近  8:00出発

(3 ～ 5 名 1 室 ) (2 名 1 室 )

すずし～い

東京と比べて平均 5 度も涼しい猪苗代湖

会津鶴ヶ城会津鶴ヶ城ホテルリステル猪苗代ホテルリステル猪苗代布引山風力発電布引山風力発電

 

あばれんぼキャンプ 特定非営利活動法人
野外遊び喜び総合研究所）（

〒183-0057　東京都府中市晴見町 2-8-34-201

http://abarenbo-camp.com info@abarenbo-camp.com



1. ２１日(日帰り旅行については１１日)前の解除

2. ２０日(日帰り旅行については１０日)前以降の解除

3. ７日目に当たる日以降に解除

※1～3については「旅行開始日の前日から起算してさかのぼって」

旅　行　契　約　の　解　除　日 取　消　料

無　　　料 　

旅行代金の２０％

旅行代金の３０％

4. 旅行開始日の前日に解除する場合

5. 旅行開始日の当日の解除

6. 旅行開始後の解除または無連絡不参加

旅　行　契　約　の　解　除　日 取　消　料

旅行代金の４０％

旅行代金の５０％

旅行代金の１００％

１.企画旅行契約
この旅行は株式会社スタービジョン（東京都府中市美好町1-14-8　東京都知事登録旅行業第2-5630号　以下「当社」といいます。）が旅行を企画して実施するものであり、この旅行に参加される
お客様は当社と募集型企画旅行契約(以下「旅行契約」といいます。）を締結することになります。旅行契約の内容、条件は当パンフレットの記載内容・旅行条件書・確定書面ならびに当社旅行業
約款 募集型企画旅行契約の部（以下「当社約款」といいます。）によります。当社は、お客様が当社の定める旅行日程に従って運送・宿泊機関の提供する運送・宿泊その他の旅行に関するサー
ビス(以下「旅行サービス」といいます。）の提供を受けることができるように手配及び旅程管理を行うことを引き受けます。
２.旅行のお申込み及び旅行契約の成立
(1)当社所定の旅行申込書に所定の事項を記入の上、旅行代金を添えてお申し込みください。お客様が旅行の参加に際し、特別な配慮を必要とする場合は、お申込み時に申し出てください。可
能な範囲で、当社はこれに応じます。なお、当社がお客様の為に講じた特別な措置に要する費用は、お客様の負担とします。(2)当社は団体グループを構成する複数のお客様が責任ある代表
者(以下、「契約責任者」といいます。）を定めた場合、契約の締結・解除に関する一切の代理権を契約責任者が有しているものとみなし、その団体・グループに関わる旅行業務に関する取引は契
約責任者との間で行います。
３.契約の成立時期
旅行契約は当社が契約を承諾し、申込金を受領した時に成立するものとします。旅行契約が成立した場合、このご旅行条件書は契約書面の一部となります。
４.旅行内容の変更
当社は旅行契約の締結後であっても、天災地変、気象条件、暴動、運送等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令、当初の運行計画によらない運送サービスの提供、その当社の関与し得な
い事由が生じた場合、旅行の安全かつ円滑な実施を図るためやむを得ないときは、お客様にあらかじめ速やかに当該事由が関与し得ないものである理由及び当該事由との因果関係を説明して
旅行日程、旅行サービスの内容その他の主催旅行契約の内容を変更することがあります。但し、緊急の場合において、やむを得ないときは、変更後に説明します。
５.お客様による旅行契約の解除
お客様はいつでも次に定める取消料（お一人様につき）をお支払いいただいて旅行契約を解除することができます。この場合、既に収受している旅行代金（あるいは申込金）から所定の取消料を
差引き払い戻しいたします。お申込み金のみで取消料がまかなえないときは、その差額を申し受けます。また、旅行契約成立後にコース及び出発日を変更された場合も下記の取消料の対象とな
ります。

６.当社による旅行契約の解除
(1)お客様が当社所定の期日までに旅行代金を支払わないときは、当社は旅行契約を解除することがあります。このときは前項の取消料に相当する額の違約料をお支払いいただきます。 (2)当社
は、次に掲げる場合において、お客様に理由を説明して、旅行契約を解除することがあります。この場合、既に収受している旅行代金（あるいは申込金）の全額を払い戻しいたします。①お客様
が病気その他の事由により旅行の継続に耐えられないと認められるとき。 ②お客様が旅行を安全かつ円滑に実施するための添乗員の指示に従わないなど団体行動の規律を乱し、当該旅行の安全
かつ円滑な実施を妨げるとき。 ③天災地変、気象条件、暴動、運送機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の当社の関与し得ない事由により、旅行の継続が不可能となったとき。 
また、上記の１及び３の場合により、当社が旅行契約を解除したときは、お客様の求めに応じて、お客様のご負担で出発地に戻るための必要な手配を引き受けます。④天災地変、気象条件、暴動、
運送・宿泊機関等のサービス提供の中止、官公署の命令、その他当社の関与し得ない事由により、契約書面に記載した旅行日程に従った旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、又は不
可能となるおそれが極めて大きいとき。 ⑤当社の責に帰すべき事由により、契約書面に記載した旅行日程に従った旅行の実施が不可能となったとき。(3) 当社は本項第１号により旅行契約を解
除したときは、既に収受している旅行代金（あるいは申込金）から前項の取消料相当額の違約料を差し引いて払い戻しいたします。
７.旅行代金の払い戻し
当社は、旅行代金を減額した場合、又は上記の当社あるいはお客様による企画旅行契約の解除において、お客様に対し払い戻すべき金額が生じたときは、旅行開始前の解除による払戻しにあ
っては解除の翌日から起算して7日以内に、減額又は旅行開始後の解除による払い戻しにあっては契約書面に記載した旅行終了日の翌日から起算して30日以内にお客様に対し当該金額を払
い戻します。但し、旅行を中止したためにその提供を受けなかった旅行サービスに対して、取消料、違約料その他の名目で既に支払い、又は支払わなければならない費用があるときは、これをお
客様の負担とします。
８.お客様の責任 
(1)お客様の故意又は過失、法令、公序良俗に反する行為により当社が損害を被ったときは当社はお客様から損害の賠償を申し受けます。(2)お客様は、当社から提供された情報を活用し、旅行
者の権利義務その他の企画旅行契約の内容についてご理解いただくよう努めてください。(3)お客様は、旅行開始後において、契約書面に記載された旅行サービスを円滑に受領できますよう、
万が一契約書面と異なりサービスが提供された時は、旅行地において速やかにその旨を当社、当社の手配代行者又は当該旅行サービス提供者にお申し出ください。
９.個人情報の取扱について
当社は、旅行申込みの際に提出された申込書に記載された個人情報について、お客様との間の連絡のために利用させていただくほか、お客様がお申し込みいただいた旅行において運送・宿
泊機関等の提供するサービスの手配及びそれらのサービスの受領のための手続に必要な範囲内で利用させていただきます。このほか、当社らでは、（１）会社及び提携する会社の商品やサービ
ス、キャンペーンのご案内。（２）旅行参加後のご意見やご感想の提供のお願い。（３）各種アンケートのお願い。（４）特典サービスの提供。（５）統計資料の作成。に、お客様の個人情報を利用さ
せていただくことがあります。
＜旅行約款について＞この条件書に定めない事項については当社旅行業約款（募集型企画旅行契約の部）によります。

ご旅行条件書 この旅行条件書は、旅行業法第 12 条の4 に定める取引条件説明書面及び
同法第12条の5 に定める契約書面の一部となります。

◆お申し込みにつきまして
電話にて旅行参加お申し込み後、下記旅行申込書にご記入の上、FAXまたは郵送にてお送りください。
申込書受領後当社より書類をお送りしますので、書面記載の期日までにお支払いをお願い致します。
※クレジットカード・旅行クーポン類でのお支払いはできません。
お申し込み後、キャンセル・人数の変更の場合は、必ずお電話にて当社営業時間内にご連絡ください。

◆旅行申込書 FAX：042-352-3141TEL：042-352-3121
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旅行条件・注意事項
同意の上申し込みます。 ご署名：

姓 名

郵送先：〒183-0045 東京都府中市美好町1-14-8泉屋ビル1F
キリトリ線キリトリ線

男 女 男 女


